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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
６０重量％以上のアクリロニトリルを含有するアクリロニトリル系重合体を単独で使用し
てなり、内部水分率が５０から４００％であり、かつ１２０℃以上で接着性を発現するア
クリル系繊維からなる熱接着性バインダー用繊維。
【請求項２】
請求項１記載の熱接着性バインダー用繊維を１５重量％以上含有するシートを１２０℃以
上で熱接着せしめたシート状製品。
【請求項３】
アクリロニトリルを６０重量％以上含有するポリアクリロニトリル系重合体を湿式紡糸ま
たは乾湿式紡糸し、凝固、水洗、延伸したゲル状糸を、内部水分を含んだまま２から３０
ｍｍに切断する事を特徴とする請求項１記載の熱接着性バインダー用繊維の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、熱接着性のアクリル系繊維に関するもので、アクリル系繊維でありながら熱接
着を可能とするとともに、当該繊維を使用した高強度で特に湿潤強度に優れる紙或いは湿
式不織布などのシート状製品に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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溶融紡糸可能なポリエチレン、ポリエステルなどでは熱接着可能な繊維が市販されている
。最近では芯を高融点ポリマーとし、鞘を低融点ポリマーとする芯鞘複合繊維が開発され
、熱接着時の収縮を抑えることが可能となり、この芯鞘複合熱接着性バインダー繊維は、
接着時の簡便性、高速性、無公害性のメリットを生かして、ますます用途拡大しつつある
。
【０００３】
しかし、これらの熱接着性バインダー繊維は、ポリビニルアルコール系、セルロース系や
アクリル系などの親水性繊維に対してはその接着効果が低く、強力を必要とする用途には
使用できない。
【０００４】
また、親水性ポリマーの代表例であるポリビニルアルコール系ポリマー、セルロース系ポ
リマーは分子内に有する水酸基による分子間相互作用が強く、融点が熱分解温度に近く、
通常は熱分解させずに溶融することが出来ず、熱接着性バインダー繊維を得ることができ
ない。すなわち、親水性繊維でありながら熱接着性と耐水性を兼備し、かつ実用に耐える
バインダー繊維は知られていないのである。
【０００５】
一方、ポリアクリロニトリル系ポリマーは、繊維にしたとき低ヤング率で肌触りがやさし
くソフト感があり、鮮やかに染色可能で耐候性も良好で、かつ親水性と親油性を兼備する
という他ポリマーでは例のない特徴的性質を有しており、3大合繊の1つとして衣料分野な
どには大量に使用されているが、不織布分野などには殆んど使用されていない。この1つ
の原因はポリアクリロニトリル系ポリマーが熱融着し難いため紙や不織布といったシート
状製品を得ることが困難であるためと考えられていた。
【０００６】
そこで熱接着性を有するアクリル系繊維として、ポリアクリロニトリル系ポリマーとその
融着温度より３０℃以上低い融着温度を有するポリマーを特定範囲内でブレンドし、ポリ
アクリロニトリル系ポリマーが海成分、低融着温度ポリマーが島成分である海島構造から
なる熱圧着性ポリアクリロニトリル系繊維が特開平７－２７８９６２号公報に提案されて
いる。しかしながらこの方法は性質の異なる2種のポリマーを使用することによる紡糸原
液作成の煩雑さ、なかでも両方のポリマーを溶解させるため紡糸原液作成に使用する溶剤
に制約があり、アクリル系繊維一般に応用できるものではなかった。また、十分な性能を
発現させるには線圧１ｋｇ／ｃｍ以上または面圧２ｋｇ／ｃｍ2以上で熱圧着させること
が必要であった。
【０００７】
また、特開２０００－７３２２９号公報においては、アクリロニトリル含有率の異なるポ
リアクリロニトリル系重合体の混合物から内部水分率が１３０重量％から３００重量％で
あるアクリル繊維とすることによって、フィブリル化の容易なアクリル繊維とすることが
提案されている。この場合には、フィブリル化アクリル繊維は本発明と同じく紙などに使
用する際のバインダーとしての効果を狙ったものであるが、その作用効果は細かく枝分か
れしたフィブリルの絡み合いによって機械的にバインダー効果を発揮させるものである。
従って、バインダー効果としては熱接着した場合のような極めて高い強度を紙などに付与
する事は困難であった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上記の如く、熱接着性バインダー繊維として用いる事ができ、親水性繊維に対しても接着
効果を有するアクリル系繊維の出現が強く望まれているが、従来の技術では十分な特性の
ものが得られているとは言い難い。本発明の課題は、通常のシート製造条件に使用し得る
熱接着性を有するアクリル系繊維からなる熱接着性バインダー繊維を得ることにある。ま
た該熱接着性バインダー繊維を用いた紙及び不織布のごときシート状製品を得る事にある
。さらに該熱接着性バインダー繊維の製造法を提供することにある。
【０００９】
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【課題を解決するための手段】
上記課題に対し、本発明者らは鋭意検討を重ねた結果、紙や不織布にバインダー繊維とし
て使用したとき、十分な強度を付与し得る熱接着性を有するアクリル系繊維からなる熱接
着性バインダー用繊維（以下、単に熱接着性バインダー繊維とも呼ぶ）を発明するに至っ
た。すなわち本発明は、６０重量％以上のアクリロニトリルを含有するアクリロニトリル
系重合体を単独で使用してなり、内部水分率が５０から４００％であり、かつ１２０℃以
上で接着性を発現するアクリル系繊維からなる熱接着性バインダー用繊維である。また、
該熱接着性バインダー用繊維を１５重量％以上含有するシートを１２０℃以上で熱接着せ
しめたシート状製品である。更に、本発明は、アクリロニトリルを６０重量％以上含有す
るポリアクリロニトリル系重合体を湿式紡糸または乾湿式紡糸し、凝固、水洗、延伸した
ゲル状糸を、内部水分を含んだまま２から３０ｍｍに切断する事を特徴とする内部水分率
が５０から４００％であり、かつ１２０℃以上で接着性を発現するアクリル系繊維からな
る熱接着性バインダー用繊維の製造方法である。ここで述べる内部水分率とは、バインダ
ー繊維として使用する直前、例えばシート状製品に加工する前の段階での、熱接着性バイ
ンダー繊維の内部水分率であって、十分に水を含ませたバインダー繊維を加速度１０００
Ｇで２分間脱水した後の重量Ａと、該繊維をさらに絶乾した後の重量Ｂとから以下の式を
用いて算出されるものである。
内部水分率（重量％）＝［（Ａ－Ｂ）／Ｂ］×１００
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳述する。まず、本発明の熱接着性バインダー繊維に使用するポリアクリ
ロニトリル系重合体は、少なくとも６０重量％以上のアクリロニトリルを含んだ共重合体
あるいはアクリロニトリル単独重合体である。好ましくは７５重量％、更に好ましくは８
５重量％以上のアクリロニトリルを含んだものであることが望ましい。共重合成分として
は、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、イソクロトン酸、イタコン酸、マレイン酸
、メサコン酸、シトラコン酸およびこれらの水溶性塩（アルカリ金属塩、アンモニウム塩
）、アリルアルコール、メタアリルアルコール、オキシプロピオンアクリロニトリル、メ
タアクリロニトリル、α－メチレングルタロニトリル、イソプロペニルアセテート、アク
リルアミド、ジメチルアミノエチルメタアクリレート、ビニルピリジン、ビニルピロリド
ン、アクリル酸メチル、メタアクリル酸メチル、酢酸ビニル、アリルクロライド、メタア
リルスルホン酸ナトリウム、ｐ－スチレンスルホン酸ナトリウム、ｐ－スチレンスルホン
酸カリウム等の周知のエチレン系不飽和化合物を挙げる事が出来る。
【００１１】
また、当該アクリロニトリル系重合体は例えば水系懸濁重合法、エマルジョン重合法など
一般的重合法により製造されるものであり、その製造方法に限定はない。本発明において
、ポリアクリロニトリル系重合体の分子量は特に限定はないが、重量平均分子量４６，０
００から４６０，０００であることが望ましい。重量平均分子量４６，０００未満では紡
糸性が低下するとともに繊維の糸質も悪化する傾向にある。逆に、重量平均分子量が４６
０，０００を超えると紡糸原液の好適粘度を与えるポリマー濃度が低くなり、生産性が低
下し、経済的に不利になる。原料とするポリアクリロニトリル系重合体は特定の組成を持
つ重合体単独で使用する。
【００１２】
このように作成したポリアクリロニトリル系重合体を溶剤に溶解して紡糸原液を得る。溶
剤の具体例としてはジメチルスルホキシド、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミ
ドなどの有機極性溶媒や硝酸などの強酸、ロダン塩、塩化亜鉛などの濃厚水溶液などがあ
げられる。とりわけロダン塩が毒性の問題が少ないことや、得られる繊維の内部水分率の
制御の容易さなどの点で好ましい。溶解方法については特に制約は無く、分散加熱方式、
濃縮溶解方式などが適用できる。紡糸原液にはその他特定の目的のために種々の添加剤を
添加してもよい。例えば、ポリマーの劣化防止のための酸化防止剤、光安定剤、紫外線吸
収剤、繊維着色のための顔料や染料、界面張力制御のための界面活性剤、ｐＨ調整のため
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の酸あるいはアルカリなどである。
【００１３】
紡糸の際の紡糸原液の粘度は、例えば乾湿式紡糸では2000～10000ポイズ、湿式紡糸では1
0～2000ポイズ程度が好ましく、これらの範囲内になるよう紡糸原液のポリマー濃度、ポ
リマー分子量及び温度を調整することで好適に本発明繊維を得る事ができる。
【００１４】
次に得られた原液を湿式紡糸あるいは乾湿式紡糸する。乾式紡糸法は繊維中の内部水分率
を制御できず現実的には適用できない。湿式紡糸においては、紡糸原液をノズルより直接
凝固液中に吐出し、凝固、水洗（脱溶剤）、延伸を施す。乾湿式紡糸においては、原液を
ノズルより一旦不活性気体層(例えば空気層)に吐出し、次いで凝固液中を走行させて凝固
させた後、水洗、延伸を施す。凝固液としては紡糸原液中の溶剤組成よりも溶剤濃度の低
い溶液が使用される。この凝固液の溶剤濃度、温度を適宜組み合わせる事によって繊維構
造を制御する事が出来る。ここでいう繊維構造とは凝固してゲル状となった繊維中のポリ
マーの疎密の程度であり、この疎密の程度によって繊維の内部水分率が決定される。従っ
て、凝固条件を適当な範囲に調整する事によって、内部水分率５０～４００重量％のゲル
状のアクリル系繊維（ゲル状糸）を得る事が出来る。もちろんこのゲル状糸の構造は単に
凝固条件のみで一義的に決定されるものではなく、紡糸原液の組成によっても変化する。
紡糸原液中のポリマー濃度に対応して、目的とする内部水分率となるように凝固条件（溶
剤濃度、温度）を選択する必要がある。さらに、原料として使用するポリアクリロニトリ
ル系重合体の組成、すなわちアクリロニトリル単独か共重合体である場合には共重合組成
によっても、目標とする内部水分率をもったゲル状糸を得る事のできる紡糸原液組成、凝
固条件は異なる。
【００１５】
なお、本発明に於いてはアクリル系繊維の繊度、断面形状について特に制約は無いが、紙
あるいは不織布に使用するという点に鑑みて、繊度としては0.2ｄｔｅｘから11ｄｔｅｘ
の範囲で利用されることが多い。ここでいう繊度とは、本発明繊維は内部水分を含むため
絶乾後のポリマー重量基準で算出した繊度である。断面形状についてはなんら特段の制約
は無く、紡糸の容易さなどから通常の丸断面で用いられるのが一般的である。
【００１６】
かくして得られたアクリル系ゲル状糸はバインダー繊維として使用するため、内部水分を
含んだまま通常２ｍｍから３０ｍｍの長さに切断されるが、この際、アクリル系ゲル状糸
が内部水分を含んだ状態であれば、アクリル系ゲル状糸を乾燥することなくそのまま切断
しても構わないし、バインダー繊維として使用したときの接着性を阻害しない程度のマイ
ルドな条件で、アクリル系ゲル状糸を乾燥せしめた後、切断しても構わない。尚、切断し
た後、バインダー繊維として使用したときの接着性を阻害しない程度のマイルドな条件で
乾燥しても構わない。いずれにしても、乾燥の有無にかかわらず内部水分率が５０から４
００重量％であることが必要であり、バインダー繊維として最も好ましい製造方法は、ア
クリル系ゲル状糸を乾燥することなくそのまま切断し、切断後も乾燥しない方法である。
【００１７】
かくして得られる本発明が採用する熱接着性バインダー繊維は、上述の通り内部水分率が
５０から４００重量％のものである。内部水分率が５０重量％未満では１２０℃以上の温
度においても十分な熱接着性が得られず、４００重量％を超える場合には紡糸時の繊維強
度が著しく低下するため紡糸工程通過性を確保できず現実的でない。
【００１８】
以上のように、本発明繊維は、従来熱接着し難いと考えられてきたアクリル系繊維を特定
の内部水分をもつ状態で使用することにより、特別の圧力の印加がなくても熱接着性を発
現するようにしたものである。
【００１９】
本発明において熱接着は本発明繊維を１２０℃以上の温度で処理することによって生じる
。この際に加圧処理、所謂熱圧着を施すとより強固に接着させる事ができるが、紙あるい
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工程で使用されている乾燥機、例えばヤンキー型乾燥機を通過せしめればよい。もちろん
線圧印加タイプの熱カレンダーロールを使用することに差し支えはない。
【００２０】
次に本発明繊維の用途について説明する。本発明繊維は、１５重量％以上を含有せしめて
紙及び不織布などのシート状製品に有効に用い得る。シート状製品を作成するには好まし
くは湿式法が採用される。なぜなら湿式法を用いる方がシート全体として均一なものが得
られるからである。だだし、本発明バインダー繊維と他の材料を用いてシート化する方法
自体に制約はなく、一般的に慣用されている技術に従えばよい。例えば、湿式法に使用さ
れている長編抄紙機、傾斜金網などが好適に使用できる。シート化後の乾燥に際しては主
としてシリンダードライヤーやファンドライヤーが使用できるが、他の乾燥方式、例えば
、高周波乾燥、マイクロウエーブ乾燥などの方法を採用する事もできる。
【００２１】
本発明繊維の含有量が１５重量％未満であるシート状製品は実用に耐えるシート強度が得
られない。本発明シート状製品の強度をさらに高めるためには、本発明繊維の含有量を２
０重量％以上にすると好ましく、３０重量％以上にすると一層好ましい。本発明シート状
製品を作成するには本発明繊維と他の繊維で構成することが一般的であり、他の繊維とし
ては通常のアクリル、ビニロンまたはレーヨン、ポリノジツクなどのセルロース繊維のご
とき親水性繊維や、疎水性のポリエステル、ナイロンなどの有機繊維さらにはガラス繊維
を混合して使用することができる。
【００２２】
【実施例】
以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定される
ものではない。実施例中、「％」および「部」は特にことわりのない限り重量基準で用い
る。
【００２３】
アクリル系繊維からなる熱接着性バインダー繊維候補の製造例
アクリロニトリル９０部とアクリル酸メチル１０部からなる単量体混合物を水系懸濁重合
し、重量平均分子量102,000のポリアクリロニトリル系重合体を作成し、得られた重合体
をロダン酸ナトリウムの濃厚水溶液を溶剤として溶解し、重合体濃度9.0、10.5、11.8％
の紡糸原液を作成した。この紡糸原液を濾過した後、孔径0.07mm、孔数100のノズルを用
いて湿式紡糸した。ロダン酸ナトリウム濃度15%水溶液でなる凝固液の温度を－2.5℃から
20℃の範囲内で変化させながら凝固せしめてゲル糸とし、冷延伸比2.4倍を施した後、温
度６０℃の温湯で水洗、続いて95℃の熱水中でさらに5.0倍の延伸を施し、サンプルＡか
らＯ及びＱ、Ｒのアクリル系繊維を得た。これらのうち相当数のものは本発明を充たす熱
接着性バインダー繊維である。得られたアクリル系繊維の繊度は3.3dtexであり、その内
部水分率を前述した方法に従って求めた。凝固液温度、紡糸原液濃度と内部水分率との関
係を表１に示す。尚、表中の内部水分率は後述の６ｍｍに切断した後に測定した値である
。
【００２４】
【表１】
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【００２５】
この結果から、紡糸原液濃度と凝固液温度を変化させることにより得られたアクリル系繊
維の内部水分率を広範囲に制御できることが分る。なお、サンプルＰの場合には凝固浴か
ら出たゲル糸は強度が著しく低く、その後の冷延伸、水洗、熱延伸工程で繊維切れを生じ
て走行できず、アクリル系繊維は得られなかった。
【００２６】
実施例１～１６、比較例１、２
アクリル系繊維サンプルＡ～Ｒを乾燥を防ぎつつ長さ６ｍｍに切断し（Ｐの場合を除く）
、乾燥重量で15部を繊度1.7dtex、長さ６ｍｍの通常のアクリル繊維（日本エクスラン工
業（株）製、Ｋ８タイプ）８５部に混合し、水を加えて繊維濃度１％とした。この繊維分
散液１０００ｍｌをとり、プロペラ型攪拌機で攪拌した後目付け３５ｇ／ｍ2で一片２５
ｃｍの正方形に抄紙した。得られた１７種のシートをロータリー式乾燥機で温度を１０５
℃から１３５℃の範囲内で変化させながら、接触時間５分間で乾燥した。その結果を表２
に示す。
【００２７】
【表２】
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【００２８】
この結果から、内部水分率が５０％以上のアクリル系繊維は120℃以上の乾燥温度で熱融
着を生じ、熱接着性バインダー繊維として利用できる事が分る。
【００２９】
実施例１７～２０、比較例３～６
サンプルＦ及びＭのアクリル系繊維からなる熱接着性バインダー繊維を用いて表３に示す
組成で実施例１～１６と同様の方法でロータリー乾燥機温度１３５℃でシートを作成した
。作成したシートを幅５０ｍｍにカットし、引張り試験機（テンシロンRTA－500；株式会
社オリエンテック製）で引張り強力を測定した。その結果も表３に示す。
【００３０】
【表３】
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【００３１】
この結果より、本発明熱接着性バインダー繊維の添加量が１５％未満では十分な実用強度
が得られず、１５％以上では著しくシートの引張り強力が向上することが分る。
【００３２】
実施例２１
アクリル系繊維サンプルＭを内部水分率が２５０％となるよう風乾した後、長さ６ｍｍに
切断した。該アクリル系繊維からなる熱接着性バインダー繊維を、実施例１～１６と同様
の方法でロータリー乾燥機温度１３５℃でシートを作成し、実施例１７～２０と同じ方法
で引張り強力を測定したところ、引張り強力は1.4kgと風乾しなかった実施例１９とほぼ
同等の強力を示した。
【００３３】
比較例７
実施例１～２０で用いたのと同じ通常のアクリル繊維８０部とエステルバインダー繊維（
帝人株式会社製、TJ04CN、1.7dtex）２０部を用いて、実施例１～１６と同様の方法でロ
ータリー乾燥機温度１３５℃でシートを作成し、実施例１７～２０と同じ方法で引張り強
力を測定したところ引張強力は0.8kgであった。すなわち、本発明熱接着性バインダー繊
維を使用することにより従来一般的に使われてきたエステルバインダー繊維と同等あるい
はそれ以上の強度を有するシートが得られる事を示している。
【００３４】
【発明の効果】
本発明のアクリル系繊維からなる熱接着性バインダー繊維は１２０℃という紙および不織
布などのシート状製品を製造する際の一般的乾燥温度で熱接着性を有し、また、該熱接着
性バインダー繊維の使用においては相手繊維を選ばず、特に親水性繊維とともに用いたと
きのシート状製品は強度が高く、さらに有機溶剤や接着剤を用いる必要がないため、ロー
ラーへの接着剤などの付着もなく、環境への影響も小さい点が、本発明の特筆すべき効果
であり、工業的意義の大なるものがある。
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